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　本特集は，公益社団法人日本地下水学会が創立
60周年を迎え，その記念特集の一環として，最近
における主要な学会活動の一つである「地下水ガ
バナンス」について，社会との関連に視点を置い
た学会活動（德永，2019）としてのとりまとめを
行ったものである。
　日本地下水学会では，2014年 7 月 1 日に施行さ
れた「水循環基本法」とそれに基づき2015年 7 月
10日に「水循環基本計画」が閣議決定されたこと
を受けて，2016年 4 月 9 日に「水循環基本計画対
応ワーキンググループ（WG）」（委員長 川端淳一
副会長）を設置し，「水循環基本計画に対応する
ための学会活動」ならびに「同活動ロードマップ」
の作成についての検討を行ってきた。この WG
は，「今後，水循環基本計画が実際に実効性ある
形で社会に反映され，また，その中で地下水が持
続可能な形で有効利用と保全がなされていくため
には，多くの実行すべき課題が残されており，こ
うした課題を具体化し，社会に認識してもらい，
そのための活動を行っていくことが学会の責務で
ある」との考え方に基づいて設置されたものであ
る。

　そして，2017年 4 月に開催された理事会におい
て両「答申（案）」が承認され，この承認を受け
て学会活動の一環として地下水に関する社会科学
的な観点から調査・研究を行う「地下水ガバナン
ス等調査・研究グループ」を立ち上げることになっ
た。その主な目的は，持続可能性とガバナンスの
理念に基づく新しい地下水保全管理の試みとして
の「地下水ガバナンス」について，その理論と事
例分析や動態分析を通じてわが国における現状と
その特徴を明らかにし，得られた成果を社会に発
信することである。
　この調査・研究グループのメンバー構成は，グ
ループ設置の目的に沿って，地下水学会員の主体
である理学，工学，農学の分野に加え，法学，社
会学，公共政策学，環境経済学，環境政策学と
いった社会系科学との多分野学際連携が図られて
いることが特色として挙げられる。グループには
代表 1 名，幹事 3 名を置き，事務局を構成した。
また，サブグループとして，A）：包括研究，B）：
政策・法制度・リスク管理研究，C）：国内関連
研究，D）：国際関連研究の四つのサブグループ
を設置し，それぞれの主査・副査を中心として非
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会員を含め総勢27名が約 2 年半にわたって調査・
研究活動を行った。グループ全体の運営は，事務
局および主査・副査からなる「主査・事務局会議」
が担当した。グループメンバーおよび担当グルー
プ一覧を表 1 に示す。
　本グループの活動経過は以下の通りである。ま
ず，グループの立ち上げに際し，第 1 回会議を
2017年10月に開催した。この会議では上記した活
動体制を取り決め，グループの設置趣旨と活動目
的の確認を行った。第 2 回会議は2018年 2 月に

「キックオフ・ミーティング」として開催され，
各グループの研究課題や論点整理について 5 件の
発表が行われた。2018年 5 月には，学会の2018年
春季講演会において「地下水ガバナンス・セッショ
ン」を開催し，本調査・研究グループから 5 件，
地方自治体から 1 件の発表が行われた（日本地下
水学会，2018）。第 3 回会議は「全体ミーティン
グ」として2018年 8 月に開催され，各グループか
ら 6 件の発表と総合討論および出口戦略について
の意見交換が行われた。
　2019年 1 月には，シンポジウム「わが国におけ
る地下水ガバナンスの現状と課題―社会系科学の

側面から―」を開催した。本グループから 3 件，
地方自治体，NPO，企業から各 1 件の計 6 件の
発表が行われるとともに，パネルディスカッショ
ン「地下水ガバナンスの社会への適用―持続可能
な地下水の保全と利用を目指して―」を実施した

（日本地下水学会企画委員会，2019a）。本シンポ
ジウムでは，調査・研究グループの各担当グルー
プからの中間的な研究成果を報告するとともに，
先駆的に取り組まれている地方自治体の経験，
NPO および企業の立場から見た地下水ガバナン
スへの期待について講演していただき，地下水ガ
バナンスをどう社会に適応していくべきかをテー
マにパネルディスカッションを行った。また，
2019年 7 月にはセミナー「地下水ガバナンスの理
論・事例分析と実践的プロセスへの示唆」を開催
した（日本地下水学会企画委員会，2019b）。各グ
ループから 9 件の発表があり，最後にセミナー・
ラップアップを行った。
　上記のほか，計 5 回の主査・事務局会議を開催
した。また，グループ毎のスカイプ会議を各イベ
ントの間に 1 ～ 3 回程度行い，メンバー間の意思
の疎通と情報の共有化を図った。

表 1　グループメンバーおよび担当グループ一覧
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　これらの活動内容を踏まえ，本特集には論説 2
編，論文 3 編，資料 1 編の計 6 編の投稿が寄せら
れた。田中（2020）は，水循環に果たす地下水の
役割を中心に，これにかかる地下水学の進展を記
すとともに，水保全管理にかかる国内外の動向を
踏まえて，パラダイムシフトとしての「地下水ガ
バナンス」について記している。山本（2020）は，
長野県安曇野市における利害関係者からなる委員
会の約 8 年間にわたる活動を事例として，市民共
有の財産である地下水の保全・活用を目指す計画
づくりにおける「合意形成」のプロセスについて
紹介し，合意形成に資する要因について記してい
る。千葉（2020）は，既往研究の動向を踏まえて

「地下水ガバナンス」の定義を行うとともに，地
下水保全管理において「ガバナンス」という概念
を導入する意義と課題，社会に実装する際の留意
点等について論じている。遠藤（2020）は，「合
意形成研究」をレビューするとともに，過去の社
会問題における合意形成の進め方を事例として，
合意形成の要素を抽出し，市民参加型の地下水ガ
バナンスへの適用について論じている。八木ほか

（2020）は，「地下水ガバナンス」の構造や機能に
関する時間的変化としての地下水ガバナンスの動
態を取り上げ，その分析枠組みとして地下水の社
会的価値を据え，複数の地下水インフラの事例を
通じて地下水ガバナンスの特徴的である要因（例
えば，マルチ・アクター等）が地下水管理の変化
にどのように現れているのかについて論じてい
る。中川ほか（2020）は，わが国における「地下
水ガバナンス」に関連する事例（58地域から65事
例）を収集し，環境政策で用いられる 5 項目（対
象，目標，手段，主体，基盤）を基準に分類する
とともに，国（環境省）の事例集における記載の
有無，地下水を公水・共有資源とする規定の有無
についても分類を行っている。
　本調査・研究グループ活動の最終とりまとめ形
式としては，当初，最終報告書の作成や次期（第
2 次）「水循環基本計画」の策定に向けた提言書
の作成等が考えられたが，主査・事務局会議にお
いて，より多くの学会員および関係者にグループ
の活動内容が認識されかつ広く情報が発信出来る
方策を考えることが重要であるとの意見が大勢を
占め，その後，理事会や編集委員会等の支援を受

け，学会誌の「60周年記念特集」の一環として本
特集を掲載することになったものである。
　地下水の保全・管理においては，科学的不確実
性，地域固有性，越境性，多機能性，多様な主体

（利害関係者）との関わりといった多くの課題が
存在し，従来のトップダウン型統治による地下水
保全管理では困難を窮め，新たな概念や理念に基
づく保全管理体制を築く必要がある。しかるに，

「地下水ガバナンス」の構築が国際的課題として
重要性を増しており，わが国でも「水循環基本法」
を機軸とするこれからの地下水保全管理体制にガ
バナンスの概念を導入していくことが求められて
いる（例えば，田中，2015a；千葉，2019）。
　水循環基本法は理念法であるが，この法律の制
定は次の三点において重要な意味を持つ。その一
つは，「水循環」という用語が初めて法律レベル
で規定され，定義されたこと。二つ目は，地下水
を含む「循環する水」が国民の共有財産としてそ
の「公共性」が規定されたこと。三つ目は，「健
全な水循環の維持又は回復」という価値判断に関
わる形容詞が自然現象に対して使われたことであ
る（田中，2015b）｡ そして，この法的な位置づ
けに基づいて，水循環基本計画では地下水につい
て「持続可能な地下水の保全と利用」が謳われて
おり，将来世代を見据えてこれをどう図るかが大
きな課題である。そのためには，地下水の保全と
利用について，「意思決定」のルールを定め，「権
限と責任の所在」を明確にするとともに，利害関
係者を含めた「合意形成」のプロセスを含む地下
水の保全管理体制，すなわちガバナンスの概念を
導入した保全管理体制を構築することが最重要課
題となる。
　また，本調査・研究グループは先に記したよう
に，自然科学系と人文・社会科学系の研究者がと
もに連携して活動し，「人間―自然―社会系」の
中の構成要素の一つである地下水に関わる研究
テーマを追求した新しい方向の提示とその実践で
あり，今後とも学会の重要な活動として継続・発
展させていくことが必要である（德永，2019）。
　折りしも，今現在（2019年12月現在），内閣府
においては1995年に成立した「科学技術基本法」
が，対象分野を「科学技術」に絞り，「人文科学
のみに係わるものを除く」としている規定をやめ
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ようという議論が本格化しているとの報道がなさ
れた（朝日新聞，2019）。2019年 8 月に開催され
た政府の有識者会議において，「地球規模の環境
問題や AI，ゲノム編集技術の発展など，現代の
課題に応えるために人文・社会科学が果たす役割
は大きい」，「どんなイノベーションが必要かとい
う価値の創造にこそ人文・社会科学が必要」など
の意見が多く出され，この有識者会議は「分野融
合の推進と，その基盤としての人文科学自体の持
続的振興が必要」とし，規定の削除を求める報告
書を2019年11月にまとめた。これを受けて，内閣
府は改正法案を2020年 1 月からの通常国会に提出
する見通しであり，具体的には2021年度からの

「第 6 期科学技術基本計画」において法改正を踏
まえた方針が反映される予定とのことである。
　本調査・研究グループの活動はこれに先んじた
取り組みとなるものであり，こうした国の政策動
向も踏まえ，今後，地下水学を取りまく人文・社
会科学系を含む多分野学際連携をより一層強化
し，超学際性の観点から情報を発信するととも
に，国際的な学術動向にも繋げていくことを期待
したい。
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